
大学共同利用機関法人の役員報酬規程の改正について

１ 国家公務員給与の改正を考慮して行われた変更について（別紙１参照）

○ 常勤役員の報酬月額について減額する改正（全４法人）

○ 期末・勤勉手当または期末特別手当の支給月数について引き下げる改正

（全４法人）

２ その他の改正について

○ 非常勤役員手当について常勤役員に準じて引き下げる改正

（人間文化研究機構、高エネルギー加速器研究機構）

○ 勤勉手当について勤勉手当基礎額の規定を整備する改正

（人間文化研究機構）

１

資料３
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大学共同利用機関法人分科会

業務及び財務等審議専門部会

（第16回）Ｈ22.3.5
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（参考） 

 

国家公務員における給与法改正の主な概要（平成２１年１２月１日改正分） 

 

（１）俸給月額の改定 

○ 指定職俸給表・・・平均改定率△０．３％ 

 

改正前（～２１．１１．３０） 改正後（２１．１２．１～） 

号俸 俸給月額 号俸 俸給月額 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

７２８，０００  

７８４，０００  

８４３，０００  

９２２，０００  

９９４，０００  

１，０６６，０００  

１，１４２，０００  

１，２１１，０００  

 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

７２６，０００ 

７８２，０００ 

８４０，０００ 

９１９，０００ 

９９１，０００ 

１，０６３，０００ 

１，１３８，０００ 

１，２０７，０００ 

 

（参考）行（一）・・・平均改定率△０．２％ 

※１）行政職俸給表（一）７級以上は△０．３％ 

※２）行政職俸給表（一）１級から３級の一部は改定なし 

 

（２）平成２１年１２月期期末手当の支給割合の引下げ 

○ 指定職職員・・・１．７５月分 → １．６５月分（△０．１０月分） 

※年間支給月数・・３．３５月分 → ３．１０月分（△０．２５月分） 

6月期 12月期 年 間  

期末手当 勤勉手当 計 期末手当 勤勉手当 計 期末手当 勤勉手当 計 

改正前 0.75 0.85 1.60 0.90 0.85 1.75 1.65 1.70 3.35 

改正後 0.70 0.75 1.45 0.80 0.85 1.65 1.50 1.60 3.10 

差 △0.05 △0.10 △0.15 △0.10 ±0 △0.10 △0.15 △0.10 △0.25

 

（参考）一般の職員・・・２．３５月分 → ２．２０月分（△０．１５月分） 

※年間支給月数・・４．５０月分 → ４．１５月分（△０．３５月分） 

6月期 12月期 年 間  

期末手当 勤勉手当 計 期末手当 勤勉手当 計 期末手当 勤勉手当 計 

改正前 1.40 0.75 2.15 1.60 0.75 2.35 3.00 1.50 4.50 

改正後 1.25 0.70 1.95 1.50 0.70 2.20 2.75 1.40 4.15 

差 △0.15 △0.05 △0.20 △0.10 △0.05 △0.15 △0.25 △0.10 △0.35
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（３）減額調整 

平成２１年４月からの年間給与で官民較差を解消するため、平成２１年１２月期の期末手当において 

減額調整を行う。 

 

 

（参考例） 

② ② 

① 

 

H21.6 

期末・ 

勤勉 

 

①        

H21.12 

期末・

勤勉 

俸給等 俸給等 俸給等 俸給等 俸給等 俸給等 俸給等 俸給等 俸給等 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

 

【減額調整方法】 

平成２１年１２月期期末手当額 ＝ 改正後の規程による期末手当額 － 調整額（ ① ＋ ② ） 

 ① ＝ ４月分給与月額 × ０．２４ × ８月 

                  （４月～１１月） 

② ＝ ６月期期末・勤勉手当額 × ０．２４ 

 

 

 

調整額 



１．国家公務員給与の改正を考慮して行われた変更について

改正項目 法人数

0

4

4

支給月数 国との差

1.45 1.61 3.06 △0.04

1.35 1.60 2.95 △0.15

1.45 1.65 3.10 ±0

1.45 1.65 3.10 ±0

※平成21年度6月期の支給月数については附則で凍結。高エネルギー加速器研究機構については、今回、6月期支給月数を先行して改正。

法　人　名
12月期

（改正後）
6月期

（凍結後）

高エネルギー加速器研究機構

人間文化研究機構

支　給　月　数

年　間

賞与の支給月数の引下げ

平成21年4月から引下げ (減額調整）

平成21年12月から引下げ

△0.3％俸給月額の引下げ

期末・勤勉手当

期末特別手当

△0.10月分

改　正　内　容

4

大学共同利用機関法人の常勤役員の報酬規程改正状況

計

改　正　内　容

情報・システム研究機構

人間文化研究機構、
自然科学研究機構、
高エネルギー加速器研究機構、
情報・システム研究機構

－

法　人　名

改正項目

自然科学研究機構



２．その他の改正について

改正項目 改正内容 法人数

非常勤役員手当
を引き下げる改正

非常勤役員手当について常勤役員に
準じて平均０．３％相当の引き下げ

2

改正項目 改正内容 法人数

勤勉手当基礎額
について、規定を
整備する改正

勤勉手当基礎額について、規定に不備
があった（基礎額に役職段階別加算分
と管理職加算分が含まれていなかった。）
ための修正

1

人間文化研究機構
高エネルギー加速器研究機構

法人名

5

法人名

人間文化研究機構
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役員報酬規程新旧対照表 

 

 

１．国家公務員給与の改正を考慮して行われた変更について 

 

○ 常勤役員の報酬月額について減額する改正 

人間文化研究機構 

（改正後） （改正前） 
（本給） 
第４条 常勤の役員の本給月額は、次の範囲内で
機構長が定める。 

機構長 １，０６３，０００円 
理事    ７２６，０００円～９１９，０００円 
 
附 則 

この規程の改正は、平成２１年１２月１日から
施行する。ただし、第８条の２第３項については、
平成２１年６月１日から適用する。 

（本給） 
第４条 常勤の役員の本給月額は、次の範囲内で
機構長が定める。 

機構長 １，０６６，０００円 
理事    ７２８，０００円～９２２，０００円 

 

 

 
自然科学研究機構 

（改正後） （改正前） 
（本給） 

第４条 常勤役員の本給月額は、次の各号に掲げ

る役員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とす

る。 

一 機構長       ９９１，０００円 

二 理事   ４号   ９１９，０００円 

       ３号   ８４０，０００円 

       ２号   ７８２，０００円 

       １号   ７２６，０００円 

三 監事        ７２６，０００円 

 

附 則 

この規程は，平成２１年１２月１日から施行する。

（本給） 

第４条 （同左） 

 

 
一 機構長       ９９４，０００円 

二 理事   ４号   ９２２，０００円 

       ３号   ８４３，０００円 

       ２号   ７８４，０００円 

       １号   ７２８，０００円 

三 監事        ７２８，０００円 
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 高エネルギー加速器研究機構 

（改正後） （改正前） 
（本給） 

第４条 常勤役員の本給月額は、次に掲げるとお

りとする。 

号給 本給月額 

１ ５３１，０００ 

２ ５８９，０００ 

３ ６５２，０００ 

４ ７２６，０００ 

５ ７８２，０００ 

６ ８４０，０００ 

７ ９１９，０００ 

８ ９９１，０００ 

９ １，０６３，０００ 

２～４ （略） 

 

附 則（平成２１年１２月９日規程第１１７号） 

 この規程は平成２１年１２月９日から施行し、

平成２１年１２月１日から適用する。 

（本給） 

第４条 常勤役員の本給月額は、次に掲げるとお

りとする。 

号給 本給月額 

１ ５３３，０００ 

２ ５９１，０００ 

３ ６５４，０００ 

４ ７２８，０００ 

５ ７８４，０００ 

６ ８４３，０００ 

７ ９２２，０００ 

８ ９９４，０００ 

９ １，０６６，０００ 

２～４ （略） 

 

 
 情報システム研究機構 

（改正後） （改正前） 
（基本給） 

第４条 常勤の役員の基本給月額は，次のとおりと

する。 

機構長 ９９１，０００円 

理事  ８４０，０００円から９１９，０００円 

 

附 則 

この規程は，平成２１年１２月１日から施行する。

（基本給） 

第４条 常勤の役員の基本給月額は，次のとおりと

する。 

機構長 ９９４，０００円 

理事  ８４３，０００円から９２２，０００円 
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○ 期末・勤勉手当及び期末特別手当について支給月数を引下げる改正 

 
 人間文化研究機構 

（改正後） （改正前） 
（期末手当） 
第８条 （略） 
２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に
支給する場合においては、１００分の７５、１２
月に支給する場合においては、１００分の７６を
乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間に
おけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分
に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額と
する。 
一～四 （略） 
３～４ （略） 
 
附 則 

この規程の改正は、平成２１年１２月１日から
施行する。ただし、第８条の２第３項については、
平成２１年６月１日から適用する。 

（期末手当） 
第８条 （略） 
２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に
支給する場合においては、１００分の７５、１２
月に支給する場合においては、１００分の８６を
乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間に
おけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分
に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額と
する。 
一～四 （略） 
３～４ （略） 
 
 

 
 自然科学研究機構 

（改正後） （改正前） 
（期末手当） 

第６条 （略） 

２ 期末手当の額は，期末手当の基礎額に，６月

に支給する場合においては１００分の７５，１２

月に支給する場合においては１００分の８０を乗

じて得た額に，基準日以前６箇月以内の期間にお

けるその者の在職期間の次に各号に掲げる区分に

応じ，当該各号に定める割合を乗じて得た額とす

る。 

一 ６箇月 １００分の１００ 

二 ５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ 

三 ３箇月以上５箇月未満 １００分の６０ 

四 ３箇月未満 １００分の３０ 

第３項 （略） 

 

附 則 

この規程は，平成２１年１２月１日から施行する。

（期末手当） 

第６条 （略） 

２ 期末手当の額は，期末手当の基礎額に，６月

に支給する場合においては１００分の７５，１

２月に支給する場合においては１００分の９０

を乗じて得た額に，基準日以前６箇月以内の期

間におけるその者の在職期間の次に各号に掲げ

る区分に応じ，当該各号に定める割合を乗じて

得た額とする。 

一 ６箇月 １００分の１００ 

二 ５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ 

三 ３箇月以上５箇月未満 １００分の６０ 

四 ３箇月未満 １００分の３０ 

第３項 （略） 
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 高エネルギー加速器研究機構 

（改正後） （改正前） 
（特別手当） 

第７条 （略） 

２ 特別手当の額は、それぞれの基準日現在（退

職し、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し

又は死亡した日現在）において、職員給与規程第

５８条を準用する。 

 
※ 参考 高エネルギー加速器研究機構職員給与 

規程 

 

（期末特別手当） 

第５８条 （略） 

２ 期末特別手当の額は、期末特別手当基礎額に

６月に支給する場合にあっては１００分の１４ 

５、１２月に支給する場合にあっては１００分の

１６５を乗じて得た額に、基準日以前６箇月の期

間におけるその者の在職期間の区分に応じて、第

５６条第２項の表③に定める割合を乗じて得た額

（その者の基準日以前における直近の人事評価の

結果及び当該在職期間における勤務の状況に照ら

して勤務成績が良好でない場合には、その額から

その者の勤務成績に応じて機構長が決定する額を

減じて得た額）とする。 

３～４ （略） 

 

附 則（平成２１年１２月９日規程第１１６号）

（施行期日） 

１ この規程は平成２１年１２月９日から施行

し、平成２１年１２月１日から適用する。 

（略） 

（特別手当） 

（同左） 

 

 

 

 

 

※ 参考 高エネルギー加速器研究機構職員給与 

規程 

 

（期末特別手当） 

第５８条 （略） 

２ 期末特別手当の額は、期末特別手当基礎額に

６月に支給する場合にあっては１００分の１６ 

０、 １２月に支給する場合にあっては１００分の

１７５を乗じて得た額に、基準日以前６箇月の期

間におけるその者の在職期間の区分に応じて、第

５６条第２項の表③に定める割合を乗じて得た額

（その者の基準日以前における直近の人事評価の

結果及び当該在職期間における勤務の状況に照ら

して勤務成績が良好でない場合には、その額から

その者の勤務成績に応じて機構長が決定する額を

減じて得た額）とする。 

３～４ （略） 
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 情報・システム研究機構 

（改正後） （改正前） 
（期末手当） 

第８条 （略） 

２ 期末手当の額は，それぞれの基準日現在（退職

し又は死亡した常勤の役員にあっては，退職し又

は死亡した日現在）において当該役員が受けるべ

き基本給月額並びにこれに対する都市手当及び広

域異動手当の月額に１００分の２０を乗じて得た

額並びに基本給月額に１００分の２５を乗じて得

た額を基礎として，６月に支給する場合において

は１００分の７５，１２月に支給する場合におい

ては１００分の８０を乗じて得た額に，給与規程

第３５条第２項の表（３）に定める在職期間の割

合を乗じて得た額とする。 

３～４ （略） 

 

附 則 

この規程は，平成２１年１２月１日から施行する。

（期末手当） 

第８条 （略） 

２ 期末手当の額は，それぞれの基準日現在（退職

し又は死亡した常勤の役員にあっては，退職し又

は死亡した日現在）において当該役員が受けるべ

き基本給月額並びにこれに対する都市手当及び広

域異動手当の月額に１００分の２０を乗じて得た

額並びに基本給月額に１００分の２５を乗じて得

た額を基礎として，６月に支給する場合において

は１００分の７５，１２月に支給する場合におい

ては１００分の９０を乗じて得た額に，給与規程

第３５条第２項の表（３）に定める在職期間の割

合を乗じて得た額とする。 

３～４ （略） 
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２． その他の改正 

 

○ 非常勤役員手当について常勤役員に準じて引下げる改正 
人間文化研究機構 

（改正後） （改正前） 
（非常勤役員手当）         
第９条 非常勤理事の手当の月額は、１８３， 
０００円から５０５，０００円の範囲内で機構長
が定める額とする。             
２ 非常勤監事の手当の月額は、１２６，０００
円とする。 

 

附 則 
この規程の改正は、平成２１年１２月１日から

施行する。ただし、第８条の２第３項については、
平成２１年６月１日から適用する。 

（非常勤役員手当）         
第９条 非常勤理事の手当の月額は、１８４，０
００円から５０７，０００円の範囲内で機構長が
定める額とする。             
２ 非常勤監事の手当の月額は、１２７，０００
円とする。 
 

 

 

 高エネルギー加速器研究機構 

（改正後） （改正前） 
（非常勤役員手当） 

第８条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。

（１)理事 日額３５，２００円 

(２)監事 日額２５，２００円 

 

附 則（平成２１年１２月９日規程第１１７号）

この規程は平成２１年１２月９日から施行し、

平成２１年１２月１日から適用する。 

（非常勤役員手当） 

第８条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。

(１)理事 日額３５，３００円 

(２)監事 日額２５，３００円 

 

 

 
○ 勤勉手当について勤勉手当基礎額の規定を整備する改正 

人間文化研究機構 

（改正後） （改正前） 
（勤勉手当） 
第８条の２ （略） 
２ （略） 
３ 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日
現在において役員が受けるべき本給月額並びに
これに対する地域手当の月額の合計額に、当該
合計額に１００分の２０を乗じて得た額及び本
給月額に１００分の２５を乗じて得た額を加算
した額とする。 

４～５ （略） 
 
附 則 

この規程の改正は、平成２１年１２月１日から
施行する。ただし、第８条の２第３項については、
平成２１年６月１日から適用する。 

（勤勉手当） 
第８条の２ （略） 
２ （略） 
３ 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日
現在において役員が受けるべき本給月額並びに
これに対する地域手当の月額の合計額とする。

 
 
４～５ （略） 
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